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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】令和2年3月12日(2020.3.12)

【公開番号】特開2019-25591(P2019-25591A)
【公開日】平成31年2月21日(2019.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2019-007
【出願番号】特願2017-147143(P2017-147143)
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｂ  27/14     (2006.01)
   Ｂ２３Ｂ  51/00     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｂ   27/14     　　　Ａ
   Ｂ２３Ｂ   51/00     　　　Ｊ
   Ｃ２３Ｃ   14/06     　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   14/06     　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】令和2年1月29日(2020.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　本実施形態に用いる上部層を形成する場合、上述した下部層と同様の製造条件により形
成するとよい。すなわち、まず、基材をその温度が４００℃～６００℃になるまで加熱す
る。加熱後、反応容器内にガスを導入して、反応容器内の圧力を０．５Ｐａ～５．０Ｐａ
とする。ガスとしては、例えば、上部層がＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍ
ｏ、Ｗ、Ａｌ、Ｓｉ及びＹからなる群より選ばれる少なくとも１種の元素と、Ｎとからな
る化合物で構成される場合、Ｎ2ガスが挙げられ、上部層がＴｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｖ、Ｎｂ
、Ｔａ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｌ、Ｓｉ及びＹからなる群より選ばれる少なくとも１種の元
素と、Ｎ及びＣとからなる化合物で構成される場合、Ｎ2ガスとＣ2Ｈ2ガスとの混合ガス
が挙げられる。混合ガスの体積比率としては、特に限定されないが、例えば、Ｎ2ガス：
Ｃ2Ｈ2ガス＝９５：５～８５：１５であってもよい。次いで、基材に－８０Ｖ～－４０Ｖ
のバイアス電圧を印加してアーク電流１００Ａ～２００Ａのアーク放電により各層の金属
成分に応じた金属蒸発源を蒸発させて、上部層を形成するとよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
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